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市からの連絡帳

 届　出 

■市民課土曜窓口
　土曜日に住民票や印鑑証明の交付
のほか転出・転入手続などもできる「サ
タデーサービス」を行っています。
　場 ・　時 
□保谷庁舎・第１・３・５土曜日
□田無庁舎・第２・４土曜日
いずれも午前９時～午後０時３０分
※週ごとに庁舎が入れ替わりますの
でご注意ください。
※１２月３１日松の土曜窓口はありませ
ん。
※内容によっては取り扱えないもの
もありますので、事前にお問い合わ
せください。
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）

 市税・国保 

■市税、国民健康保険料（税）　
　休日納付相談窓口
　時 １２月３日松・４日掌
いずれも午前９時～午後４時
　場 市税…納税課（田無庁舎４階）
国民健康保険料（税）…保険年金課
（田無庁舎２階）
※窓口は田無庁舎のみです。
　内 市税、国民健康保険料（税）の納
付および相談、納付書の再発行な

ど

◆納税課 　田 （札０４２－４６０－９８３２）
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２４）

■家屋を取り壊したとき
　家屋を取り壊したときは、資産税課
（田無庁舎４階）へご連絡ください。
　また、表題登記がなされている建
物を取り壊した場合は、不動産登記
法により、所管の法務局に滅失の登
記をすることになっています。
興登記に関する問い合わせ先
　問 法務局田無出張所
（札０４２－４６１－１１３０）
◆資産税課 　田 （札０４２－４６０－９８３０）

■認定長期優良住宅に係る　
　固定資産税の減額
　平成２３年１月２日から平成２４年１
月１日までの間に、下記の要件を満
たした認定長期優良住宅を新築した
場合、当該住宅に係る固定資産税を
一定期間、２分の１減額します（都
市計画税は含まれません）。
□要件
①「長期優良住宅の普及の促進に関
する法律」に規定する認定長期優良
住宅であること
②平成２３年１月２日～平成２４年１月
１日に新築された住宅であること
③居住部分の床面積が当該家屋の床
面積の２分の１以上であること
④居住部分の床面積が５０㎡（一戸建
以外の貸家住宅は４０㎡）以上２８０㎡以
下であること
⑤平成２４年１月３１日昇までに資産税
課（田無庁舎４階）へ必要書類の提
出があること
□減額期間

□減額範囲
　居住部分について、床面積が１２０
㎡までのものはその全部、１２０㎡を
超えるものは１２０㎡相当部分が減額
対象になります。
□必要書類
①認定長期優良住宅に係る固定資産
税の減額適用申告書
②長期優良住宅の普及の促進に関す
る法律施行規則第６条、第９条また
は第１３条に規定する通知書の写し
（東京都都市整備局多摩建築指導事
務所建築指導第２課が発行した、認
定長期優良住宅であることを証する
通知書の写し）
□申告について
　資産税課職員が家屋調査に訪問し
た際に、認定長期優良住宅であるこ
とを伝えてください。減額の申告手
続きについて説明します。
興認定長期優良住宅に関する問合せ
　問 東京都都市整備局多摩建築指導事
務所建築指導第２課
（札０４２－４６４－２１５４）
興認定長期優良住宅の新築家屋への
減額に関することは下記へ。
◆資産税課 　田 （札０４２－４６０－９８３０）

 福　祉 

■介護給付費通知を発送しました
　介護保険制度への理解を深めてい
ただくと同時に、介護保険事業を健
全に運営するため、介護保険のサー
ビスを利用している方に、介護給付
費通知として介護サービスの利用実
績をお知らせしています。
□発送日　１１月下旬
□対象　平成２３年９月に介護または
介護予防サービスを利用された方
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）

■離職者のための住宅手当
～住宅手当緊急特別措置事業～
　就労能力・意欲のある離職者で、住
宅を失っている、またはその恐れの
ある方を対象として、原則６か月（最
長９か月）間、賃貸住宅などの家賃と
して手当を支給します。あわせて、再
就職に向けた支援を行います。
　支給要件などの詳細は、下記へお
問い合わせください。
（平日の午前９時～午後４時）
◆生活福祉課
 　保 （札０４２－４３８－４０２５）
 　田 （札０４２－４６０－９８３５）

 子育て 

■ファミリー・サポート・センター
　ファミリー会員登録説明会
　内 地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）、子どもを預かる
方（サポート会員）からなる会員同士
の相互援助活動を行っています。フ
ァミリー会員に登録希望の方は出席
してください（子ども同伴可）。
　時 ・　場 　※時間厳守
①１２月１０日松午前１０時～正午・保谷
保健福祉総合センター６階
②１２月２０日昇午前１０時～正午・田無
総合福祉センター２階
　持 保護者の顔写真（縦３ ㎝×横２．５
㎝）１枚、印鑑、８０円切手１枚（会
員証郵送用）
　申 ・　問 説明会前日の午後５時までに
ファミリー・サポート・センター事務
局（札０４２－４３８－４１２１）へ（申込順）
※申込多数の場合はお断りすること
があります。
◆子ども家庭支援センター
（札０４２－４２５－３３０３）

減額期間住宅の種類

新たに課税される
年度から７年間

３階建以上の準耐火
構造および耐火構造
の住宅

新たに課税される
年度から５年間上記以外の住宅

　１２月は、固定資産税・都市計画
税第３期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～
◆納税課 　田 （札０４２－４６０－９８３２）

　平成２４年４月から保育園に入園
（転園）を希望するお子さんの申
し込みを受け付けます。
興平成２３年度の入所（転園）申請
をし、欠員がないために待機され
ている方で、引続き平成２４年度の
入所（転園）を希望される方は、
再度申し込みをしてください。
□申込書などの配布場所
保育課（田無庁舎１階）、市内各認
可保育園
□受付場所・日時
①保育課（田無庁舎１階）
１２月１日昭～１５日昭（平日：開庁
時間～午後７時、土・日曜日：午
前９時～午後５時）
②保谷庁舎特設会場（防災センター
６階）・１２月５日捷～１１日掌（平日・
土・日曜日：午前９時～午後５時）
興１２月１６日晶～平成２４年２月４日
松までに生まれたお子さんの申し
込みは、平成２４年２月７日昇まで
受け付けします。
※市内認可保育園では受け付けし
ていません。
※詳細は市報１１月１日号をご覧く
ださい。
◆保育課 　田 （札０４２－４６０－９８４２）

保育園入所児童の
募集受付

ｅＬＴＡＸ（電子申告、電子申請）が便利です

固定資産税
（償却資産）法人市民税個人市・都民税

（特別徴収）
　　　　対象税目
手続種別

①全資産申告
②増加資産／減少
　資産申告
③修正申告な

ど

　

①中間申告
②確定申告
③修正申告など　

①給与支払報告
②給与支払報告・特別徴収に係る
給与所得者異動届出

③普通徴収から特別徴収への切
替申請な

ど

電子申告

――①法人設立・設置届
②異動届

①特別徴収義務者の所在地・名称
変更届出電子申請・届出

健康保険証や年金手帳などで本人確
認を２点で行います。
　上記書類をお持ちでない方は、申
請後本人宛てに照会文書を郵送（簡
易書留）し、再度来庁して手続きをし
ていただくため、１週間程度時間が
かかります。
　電子証明書の有効期間は３年間で
す。有効期間が終了した場合は新し
い電子証明書を取得してください。
興問い合わせ先
□法人の電子証明書の取得方法およ
びｅＬＴＡＸについて…
◆ｅＬＴＡＸサポートデスク（ナビダイヤ
ル・札０５７０－０８１４５９）、（ＩＰ電話やＰ
ＨＳなどの場合・札０３－５７６５－７２３４）
月～金曜日午前８時３０分～午後９時
ｅＬＴＡＸ　HP  http://www.eltax.jp/
□個人の電子証明書の取得方法
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）
□個人市・都民税（特別徴収）
◆市民税課 　田 
（札０４２－４６０－９８２７・９８２８）
□法人市民税
◆市民税課 　田 （札０４２－４６０－９８２６）
□固定資産税（償却資産）
◆資産税課 　田 （札０４２－４６０－９８３０）

～地方税の手続きが簡単にインター
ネットを利用して行えます～

　電子申告システムは、市　HP からで
はなく、インターネット経由でｅＬ
ＴＡＸ（エルタックス：鋤地方税電
子化協議会が運営する地方税ポータ
ルシステム）を通じて行うことにな
ります。
敢電子申告とは？
　電子申告（電子申請を含む）とは、
税関連の手続き（申告・届出）を納
税者や給与事務担当者がパソコンを
使って行うことです。
　ｅＬＴＡＸとは地方税の電子申告
を行う際に使用するシステムで、こ
れまでの郵送で行っていた書面手続
きが、自宅、オフィス、会計事務所な
どのパソコンからインターネットを
通じて、簡単に行うことができます。
柑ｅＬＴＡＸで利用できる手続きは？

桓ｅＬＴＡＸにするとこんなに便利です！
①自宅、オフィス、会計事務所からイン
ターネットで簡単に申告できます。
②複数の地方公共団体への申告をま
とめて一度に送信できます。
③市販の税務会計ソフトで作成した
データが使えます（ｅＬＴＡＸ対応
ソフトウェアに限ります）。
④電子データで提出できるため、書
類を郵送する必要がなくなります。
棺ｅＬＴＡＸご利用の流れ
興個人の電子証明書の取得方法
　個人の電子証明書の発行には、住
民基本台帳カードに電子証明書を格
納することが必要です。住民基本台
帳カード・電子証明書の取得手続き
については、運転免許証や旅券、身
体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳のうち１点に加えて


